
  

 

花巻市民間宅地開発支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、花巻市内において良好な宅地開発の促進を図り、快適な

住環境の形成に資することを目的として、新たに宅地開発を行う民間事業者

に対し、予算の範囲内において交付する花巻市民間宅地開発支援事業補助金

（以下「補助金」という。）について、花巻市補助金等交付規則（平成１８

年花巻市規則第６１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 一戸建て専用住宅 居住を目的に建築され、店舗、事務所、作業場等の

事業の用に供する部分がない住宅をいう。 

(2) 宅地開発事業 一戸建て専用住宅を建築するための住宅用地を分譲する

ことを目的として行われる面積３，０００平方メートル未満の土地の区画

形質の変更をいう。 

(3) 居住誘導区域 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１

条第２項第２号に規定する居住誘導区域をいう。 

(4) 都市機能誘導区域 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第

８１条第２項第３号に規定する都市機能誘導区域をいう。 

(5) 生活サービス拠点区域 花巻市子育て世帯住宅取得奨励金交付要領に定

める大迫地区生活サービス拠点及び東和地区生活サービス拠点をいう。 

(6) 新設道路 宅地開発事業により開発区域内に新設する建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する道路をいう。 

(7) 既存道路 既存の道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条に規定す

る道路又は花巻市が管理する認定外道路（道路法の適用を受けない道路の

うち、一般の交通の用に供されているものであって、花巻市が管理するも

の。以下「認定外道路」という。）をいう。 



  

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、第三者に販売提供する目的で宅地開

発事業を行う宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号

に規定する宅地建物取引業者（以下「補助対象者」という。）とする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

(1) 市税の滞納があるもの 

(2) 花巻市暴力団排除条例（平成２７年花巻市条例第５２号）第２条第５号

に規定する暴力団等に該当するもの 

(3) 市長が補助対象者として適当でないと認めるもの 

 （補助対象事業） 

第４条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれにも該当する事業を行う場合

において、次条の規定に従い当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内で

補助することができる。 

(1) 次に定める区域（以下「対象区域」という。）で実施される宅地開発事

業であるもの（なお、宅地開発事業を行う土地が対象区域の内外にわたる

場合においても、その敷地の過半が対象区域内に属するときは、その敷地

の全部を対象区域とする。）。ただし、土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１

項に規定する土砂災害特別警戒区域を除く。 

ア 花巻地域 居住誘導区域及び市長が別に定める区域 

イ 石鳥谷地域 居住誘導区域 

ウ 大迫地域 生活サービス拠点区域 

エ 東和地域 生活サービス拠点区域 

 (2) 宅地開発事業を行おうとする土地に補助対象者以外の所有権、抵当権等

の担保権、又は賃借権等の用益権その他の権利の設定がある場合において

、これらの権利者全員から宅地開発事業について同意が得られているもの 

(3) １区画当たりの面積が１６５平方メートル以上の住宅用地を３区画以上

分譲することができるもの 

(4) 宅地開発事業により分譲された住宅用地が一戸建て専用住宅以外の用途

に供されないもの 



  

(5) 新設道路がある場合にあっては、有効幅員６メートル以上であるもの 

(6) 宅地開発事業による開発区域が既存道路に接するもの 

(7) 既存道路のうち、花巻市が管理する道路法第３条に規定する道路又は認

定外道路で、有効幅員６メートル未満の場合にあっては、道路中心線から

３メートル又は既存道路の有効幅員が６メートルになるまで道路後退（以

下「セットバック」という。）し、そのセットバックした用地を市に寄附

するもの 

（補助金の額） 

第５条 補助金は、次の各号に定める額を合算した額又は宅地開発事業に係る

実支出額（土地造成費、上下水道整備費、道路整備費等の工事費）の２分の

１のうち低い額とする。ただし、予算の範囲内において補助することができ

るものとし、１事業あたり２００万円（都市機能誘導区域内における宅地開

発事業にあっては３００万円）を上限とする。 

(1) １区画当たり３０万円（都市機能誘導区域内における宅地開発事業は、

５０万円）に分譲区画数を乗じて得た額 

(2) １平方メートル当たり５千円に新設道路及び既存道路のセットバックに

より市に寄附した用地の面積を乗じて得た額 

（事業の認定） 

第６条 この要綱により補助を受けようとする者は、宅地開発事業に着手する

３０日前までに花巻市民間宅地開発支援事業認定申請書（様式第１号）及び

次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。 

 (1) 土地の全部事項証明書 

 (2) 補助金の交付申請者及び関係権利者全員の印鑑証明書 

  (3) 宅地建物取引業者の免許証の写し 

 (4) 現況写真 

 (5) 道路管理者（管理予定者を含む）と協議し、同意を得た書面の写し 

 (6) 別表に掲げる図面 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったとき、その内容を審査し、適当と

認めたときは、花巻市民間宅地開発支援事業認定通知書（様式第２号）によ



  

り通知するものとする。 

 （事業の認定の変更、中止又は廃止） 

第７条 前条の規定による事業の認定の申請をした補助対象者（以下「補助事

業者」という。）は、宅地開発事業の内容・金額等に変更が生じたとき、又

は宅地開発事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、花巻市民間宅地開

発支援事業認定事項変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受理したときは、その変更内容等を審査した上、変

更等の必要があると認めた場合は、花巻市民間宅地開発支援事業認定事項変

更等（承認・不承認）決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知

するものとする。 

（交付申請） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、宅地開発事業

が完了し、分譲が可能となったときに、花巻市民間宅地開発支援事業補助金

交付申請書（様式第５号）及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければ

ならない。 

 (1) 工事写真（着工前、工事中及び完成時） 

 (2) 工事に要した経費が分かる書類（領収書、口座振込証明書又はこれに準

じるものの写し） 

 (3) 確定測量図（区域全体、各区画及び道路面積の縮尺が５００分の１以上

のもの） 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに現地を確認し、

同項に規定する補助金交付申請書及びその他関係書類を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付額を決定し、花巻市民間宅地開発支援事業補助金交

付決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金を請求するときは、花巻市民

間宅地開発支援事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 



  

 （事業の認定又は補助金交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、事業の認定又は補助金交付決定を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当すると認めた場合は、その認定又は補助金交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

(1) 関係法令及び本要綱に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(3) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 第３条に規定する補助対象者又は第４条に規定する補助対象事業の要件

のいずれかを満たしていなかったとき。 

(5) その他市長が相当の事由があると認めたとき。 

 （補助金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消

した場合において、当該取消しに係る部分の補助金が既に交付されていると

きは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は、当該補助金を市長が

定める期限までに返還しなければならない。 

３ 市長は、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、第１項の返還金

の全部又は一部を免除することができる。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

別表（第６条関係） 

種類 明示事項 縮尺 

位置図 １ 方位 

２ 開発区域とその位置 

３ 主要交通機関からの経路、名称等 

１／２５，０

００以上 

付近見取図 １ 方位 

２ 地形 

３ 開発区域の境界（赤線で囲む） 

１／２，５０

０以上 



  

４ 開発区域内及び開発区域周辺の道

路及び目標となる地物 

公図の写し １ 方位 公図どおり 

 ２ 開発区域の境界（赤線で囲む） 

３ 地名、地番 

４ 地目 

５ 土地の所有者 

６ 公共用地（道路、水路等）の位置 

７ 新設道路及び既存道路のセットバ

ック部分の位置（破線で記入） 

 

土地利用計画平

面図 

１ 方位 

２ 縮尺 

３ 開発区域の境界（赤線で囲む） 

４ 開発面積（全体、各区画、道路等 

 ） 

５ 新設道路及び既存道路の位置、延

長、幅員、勾配 

６ 隅切及び転回広場の寸法 

７ 土地内にある建築物、工作物及び

これらに関して権利を有するものの

氏名 

８ がけ又は擁壁の位置、形状 

９ 敷地の境界（区画割） 

１／５００以

上 

断面図 １ 路面、路盤の詳細 

２ 道路側溝等の位置、形状、寸法 

３ 道路幅員 

１／５０以上 

 


